
船舶事故調査報告書 

 

                                   

平成２２年１０月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                                      委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年８月１５日（土） ０４時１５分ごろ 

発生場所 愛知県渥美町立馬埼沖 立馬埼灯台から真方位０８８°１,７８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３９.７′ 東経１３７°０５.４′） 

事故調査の経過 平成２１年８月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。   

原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 隆光
たかみつ

丸、１.８０トン 

ＡＣ３－５８４５３（漁船登録番号）、個人所有 

８.３０ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.７０ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、２００kＷ（漁船法馬力数）、平成４年５月３０日 

Ｂ 漁船 ヤマサ丸、１.０１トン  

ＡＣ３－５８４９８（漁船登録番号）、個人所有 

６.１２ｍ（Lr）×１.３８ｍ×０.５５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、 漁船法馬力数３０、昭和５２年７月１５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６２歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免 許 登 録 日 昭和５３年１月１３日 

 免許証交付日 平成１８年６月９日 

（平成２４年３月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

操縦免許を受有せず 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷側船底部外板擦過傷、プロペラ損傷 

Ｂ 操舵スタンド倒壊、船尾右舷側上縁部破損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが家族２人を乗せ、法定灯火を点灯して愛知県渥美町小

中山の係留地を出航し、中部電力株式会社渥美火力発電所揚油桟橋（以下

「揚油桟橋」という。）付近の釣り場に向かった。 

 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、小中山の係留地を出航し、揚油桟橋

付近の釣り場に向かった。 

船長Ａは、操舵室内に立ち、手動操舵により、約１２.７ノットの速力

で、揚油桟橋の明かりを船首目標にして西進中、平成２１年８月１５日０

４時１５分ごろ、衝撃を感じ、Ｂ船と衝突したことを知った。 

船長Ｂは、１０時ごろ僚船により付近海底に沈んでいるところを発見さ

れて病院に搬送されたが、溺水と検案された。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、気温 ２５.２℃、視界 良好 

海象：平穏 

特記事項：日出時刻 ０５時１２分、薄明時間 約１時間３０分 

 その他の事項 Ａ船は、レーダーを装備していなかった。 

船長Ａは、専ら潜水漁業に従事していた。 

Ａ船の３人は、衝突時まで、Ｂ船に気付いていなかった。 

Ｂ船は、夜間の法定灯火を装備していなかった。 

船長Ｂは、農業に従事し、釣りは趣味として行っており、操縦免許を受

有せず、発見時、救命胴衣を装着していなかった。 

船長Ｂは、懐中電灯を携行しており、船長Ｂが発見された場所近くの海

底から点灯した状態で発見された。 

揚油桟橋は、当時、２００Ｗ～４００Ｗの照明設備が多数点灯されてい

た。 

発生場所から発電所揚油桟橋までの距離は約５５５ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 Ａ船及びＢ船は、立馬埼沖において、ともに揚

油桟橋付近の釣り場に向かった際、Ａ船の左舷船

首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突したものと考え

られる。 

事故発生当時は、水平線が視認できる明るさと

される航用薄明の初期に当たり、周囲はまだ暗

く、船長Ａは、Ｂ船を視認できなかった可能性が

あると考えられる。 

船長Ｂは、懐中電灯を点灯していた可能性があ

ると考えられるが、船長Ｂが死亡していることか

ら、Ｂ船の運航状況を明らかにすることはできな

かった。 

Ｂ船が、夜間の灯火を表示していれば、Ａ船が

Ｂ船の存在に気付いた可能性があると考えられ

る。 

船長Ｂが操縦免許を受有していなかったこと

は、本事故への関与は不明であるが、動力船を運

航するには操縦免許を受有しておかなければなら

ない。 

原因 本事故は、夜間、立馬埼沖において、Ａ船及びＢ船が、ともに揚油桟橋

付近の釣り場に向かった際、Ａ船がＢ船の存在に気付かず、また、Ｂ船が

法定灯火を表示していなかったため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 

 




